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研究成果の概要： 
 ドイツの大都市では、グローバリゼーションの進展に伴って社会的空間的分極化が激化した
といわれている。本研究では、その実態があるか否かをベルリン、ルール地域のドルトムント
とデュースブルク、そしてミュンヘンを事例にして再検討するとともに、問題街区の再生政策
とそのためのガバナンス構造を分析した。その結果、ミュンヘンでの分極化は顕著と言えない
が、これを含めていずれの都市にも社会的排除が顕著な問題街区があること、その再生政策が
EU、連邦政府、州政府の資金などの補助を得て推進され、一定の成果を挙げていることが判
明した。しかし、実施された施策の中には効果を挙げていないものもあるし、社会的排除の問
題がすべて解消される方向に向かっているとは言えない。 
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研究分野：社会経済地理学 
科研費の分科・細目：人文地理学 
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１．研究開始当初の背景 

本研究の背景には、グローバリゼーション

の進展に伴って、都市内の社会的空間的分極

化が激化したという認識を、EU、ドイツ連

邦共和国、同国内の諸州政府、都市自治体当

局という各レベルの政府が共有していると

いう現実がある。 

他方、2002～2004 年度の科学研究費基盤

研究（Ｂ）（１）「グローバリゼーションとＥ

Ｕ統合への文化的対応に関するＥＵ主要都

市比較研究」（研究代表者：山本健兒）で、

筆者自身が分担し、かつまとめた研究成果も

また、本研究の背景をなす。2002～2004 年

の研究では、ヨーロッパという空間の中での
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主要都市の位置づけや、都市自治体レベルで

の施策に焦点を置いていたのに対して、本研

究は都市自治体内部の問題街区に焦点を当

て、「都市ガバナンス」の街区間・都市間の

共通点と相違点とを解明しようとするもの

である。 

このようなミクロスケールの街区研究が

必要であるという認識は、ヨーロッパにおけ

る空間整備の「補完性原則」が、都市自治体

を基礎段階とするというよりも、もっとミク

ロスケールの街区スケールの空間を基礎段

階とするのではないかという仮説発想に基

づいている。 

 
２．研究の目的 

本研究の具体的目的は、第 1 に、ドイツの

ベルリン、ミュンヘン、ルール地域を事例に、

各大都市圏の中で問題地区として位置づけ

られる街区を取上げ、各街区の人口構成、社

会経済的状況、建物の補修状況を含めた建造

環境の３つの点について、1990 年代半ば頃

から最近年に至るまでの変化を把握するこ

とにある。第２に、そうした問題地区の再生

のために、都市自治体当局・各種 NPO・企

業等がどのような「都市ガバナンス」をとも

に作り上げてきているかを、内部資料の収集

やヒヤリングによって把握し、上記の諸変化

と「都市ガバナンス」に関する３大都市圏の

間での共通点と相違点を明らかにすること

にある。 

上の３大都市圏を取り上げるのは、相互に

経済的な性格を異にする大都市圏だからで

ある。ベルリンは首都建設にもかかわらず経

済的な興隆が依然として困難な状況にある。

ミュンヘンは 1960 年代以降今日に至るまで、

ドイツで最も経済的に安定しかつ成長して

きた大都市圏である。ルール工業地域は鉱工

業廃棄物汚染にまみれ、しかも長期的な構造

不況下にあるが、徐々にハイテク工業化と環

境調和型の大都市圏へと転換しつつある。 

 
３．研究の方法 
本研究の具体的な方法は以下の通りである。

(1)新旧の大縮尺都市図を入手し、それと照ら

し合わせながら問題街区の建造環境の実態を

詳細に観察する。 

(2)問題街区再生のためのアクターたちにイ

ンタビューし、そこから街区が何故問題化し

たのか、どのような再生政策が実施されてい

るか、どのような困難があるか、その困難を

どのようにして克服しようとしているか、を

アクターたちの経験に即して把握する。 

(3)現地の文書館などを利用して、調査対象と

する問題街区に関する新聞記事や未公刊資料

を含めた文献を収集し、文字に記録された資

料から問題街区の形成史や問題克服のための

政策史を把握する。 

(4)問題を克服するために活動している諸機

関やNPOなどのインターネット・ホームペー

ジなどから得られる資料を読解する。 

(5)各都市自治体の統計局から、詳細地区レベ

ルでの各種統計を入手し、分極化の実態を分

析する。 

(6)この問題を研究しているドイツ人研究者

との対話を通じて、問題の根源的理解を深め

る。 

(7)ヨーロッパ、あるいはドイツの都市内社会

的空間的分極化や都市ガバナンスを論じた研

究論文や著書を収集し、それらを批判的に読

解する。 

 

４．研究成果 

3 年間の研究成果は、論文の形で公表した

もの、学会発表にとどまり論文の形になって

いないもの、そして、分析考察してはいるが

学会発表・論文のいずれの形にせよ公表にい

たっていないものに分けることができる。以
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下、その順番で研究の結果得られた知見を記

す。 

(1)論文として公表した成果 

①ドイツの伝統的な都市政策は、市民に良好

な物理的インフラと住宅施設を提供するこ

とにあった。しかし、それだけでは 1990 年

代を通じて激化してきた都市内の社会的空

間的な分極化に対処できないという認識が、

各レベルの政府によって共有されるように

なった。そこで、ドイツの連邦政府と諸州

の共同課題としての「社会的都市プログラ

ム」が、1999 年以降、推進されてきている。

その先行的政策を、1990 年代初めに開始し

たのは、ノルトライン・ヴェストファーレ

ン、ベルリン、ハンブルクの３州である。 

②問題街区再生のために、街区マネジメント

と呼ばれる現地事務所が設置された。街区

マネージャーは問題街区の潜在的アクター

たちの自発的行動を呼び起こすべく活動し、

街区のアクターたちと都市自治体当局との

間も仲介する。街区マネージャーの活動は

部分的に、問題街区に社会的資本があるか

否かによって影響を受ける。それがない場

合には、新たな社会的資本が創造されなけ

ればならない。街区マネジメントの様式は、

都市間でも、同じ都市内でも違いがあり、

したがって多様である。 

③新しい都市ガバナンスは新自由主義に典

型的な特徴も有する。しかし、新自由主義

的なグローバリゼーションが都市空間内の

社会的空間的分極化の原因ともなっている。

新自由主義の負の側面を和らげるために、

互酬や再分配の力を利用すべきであると考

えられる。しかし、人びとの間の諸関係や

交流の 3 つの様式を如何にして結合するか

は、未解決の問題である。 

④EU の都市政策は、1990 年にアーバン・パ

イロット・プロジェクトとして発進し、1994

年に URBAN Community Initiative が、

2000 年にその後継プログラムとしての

URBAN II Community Initiativeが推進さ

れた。いずれも、都市自治体レベルでの特

定街区再生政策に必要な資金の一部を補助

する仕組みをとっている。その背景には、

経済成長の原動力が都市であり、その原動

力が効果を発揮するためには社会的排除の

場と化している都市内部の特定街区の問題

を克服しなければならないという EU 委員

会の認識がある。しかし、社会的排除がな

くなれば経済成長の原動力としての実効が

上がるといえるのか、その論理については

明快でない。 

⑤困難な状況にあると認定され、ドイツの社

会的都市プログラムや、EU の URBAN プ

ログラムに認定されたドイツの都市街区は、

産業化時代に都市化した都心周縁部か、ま

たは郊外的な位置に 1960～1970 年代に建

設された大規模住宅団地のいずれかに類型

区分できる。 

⑥ドルトムント市の場合、社会的空間的分極

化がグローバリゼーションの進展によって

激化したとは言い切れない。しかし、特定

街区の人口に占める移民と社会的弱者の比

率が高まってきたことは事実であり、この

意味において社会的空間的セグリゲーショ

ンが拡大したという認識が生まれたものと

考えられる。街区の住民に占める移民の背

景を持つ住民の比率は、いずれの都市のい

ずれの問題街区でも 1990 年代以降 21 世紀

に入ってからも上昇し続けており、それが

ますます可視化されるようになってきてい

る。 

⑦ドルトムント市ノルトシュタットの再生

事業は、EU の URBAN II プログラムおよ

びノルトライン・ヴェストファーレン州政

府からの資金支援を受けて 2002 年から
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2008 年まで遂行された。その政策はローカ

ル経済の支援、都市空間の質の改善、住民

を担い手とする施設や構造の構築の３つか

ら構成される。そのうち、第 3 の政策が大

きな成果を挙げた。それは街区マネジメン

トの活動に多くを負っている。ノルトシュ

タット内の３つの地区、すなわちボルズィ

ヒプラッツ、ノルトマルクト、ハーフェン

の各々に街区マネジメントが設置された。

その担い手は、上の順番で、宗教団体系の

NPO、地元住民が独自に組織して活動して

いた NPO、都市自治体当局による都市計画

に対するオールタナティヴを志向した

NPO などである。ノルトマルクトでは労働

組合系統の NPO も関与している。URBAN 

II プログラムの具体的施策のうちいくつか

は、すでにそうした担い手や類似の他の

NPO が先行して実施していた施策を追認

し、取り入れたものである。この意味で、

社会的排除が激しいはずのノルトシュタッ

トには、実は街区再生のための社会的資本

が蓄積されていたことになる。 

(2)学会発表したが、論文としては未公表の

成果 

①ベルリンの街区再生政策で最も成果の上

がった事業は、活動基金や街区基金に基づ

く住民自身のエンパワメントである。住民

自身が提案する街区再生のための個別プロ

ジェクトを、街区単位で設置された基金配

分審査委員会が審査し、選定されたプロジ

ェクトが実行される。街区マネジメントは

その事務局としての役割を果たすが、マネ

ージャーたちは応募の権利も審査の権利も

持たない。基金配分審査委員会は、当該街

区で活動している社会福祉団体や学校関係

者などの代表や、住民の中からランダムに

選ばれかつ本人が就任を承諾した人々から

構成される。委員の過半数を後者が占める。

活動基金は毎年実施されているが、その金

額は街区単位で年間 1万 5千ユーロであり、

これがさらに個々のプロジェクトに分配さ

れるので、個別プロジェクトは小規模なも

のとなる。他方、街区基金は 2000 年に設定

され、ベルリン全体で総額 50 万ユーロに上

り、この支援を受けて実行されたプロジェ

クトのなかには大規模な資金を得たものも

ある。基金を用いたプロジェクトはいずれ

も成功したが、公的資金の補助を受けなく

てもそうしたプロジェクトが持続するか否

か、明確ではない。 

②街区基金を用いて行われた街区再生プロ

ジェクトのなかで、最大規模でありかつ成

功したものは、クロイツベルクの中でも問

題が最も顕著であるとされるコトブッサー

トーア街区の歴史を展示するための資史料

収集及び展示事業たる「歴史は作られる―

ベルリン、コトブッサートーアにて」であ

る。その成果は、現在に至るまでクロイツ

ベルク博物館で展示されている。 

③デュースブルク市マルクスローは、ドルト

ムント市ノルトシュタットと構造的条件が

類似するが、その再生事業のガバナンス形

態は異なる。後者の場合、地元の NPO が主

体性をもって取り組んできたが、前者では、

デュースブルク市当局の上からの指導によ

る再生事業という性格が強い。また、その

重点はローカル経済再生にある。これは、

EU の URBAN プログラムに採択されて

1994 年から実施され、URBAN プログラム

の事業として 1999 年に終了したが、現在で

も続けられている。確かに、衰退する一方

だったマルクスロー商店街は URBAN 事業

によって再活性化したが、その内実はトル

コ商店街化であり、その顧客も地元住民だ

けでなく、オランダ在住トルコ人も購入に

来るほど、その商圏範囲は広い。他方にお
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いて、商店街全体が再活性化したのではな

く、商店街の周辺的位置にある部分の衰退

は進行している。 

④ミュンヘンにも、ベルリンのクロイツベル

クやドルトムントのノルトシュタットのよ

うに、社会的排除が激しいというイメージ

がもたれる可能性を 1970 年代に持ってい

た地区が都心周縁部にあった。しかし、1990

年代にそのようなイメージが付与されるよ

うにはなっていない。これに寄与したのは、

ミュンヘン市の子会社の形を取るミュンヘ

ン都市再生有限会社の活動である。これは、

1970 年代のベルリンでの都市再生事業の失

敗に学び、慎重な都市再生開発計画を長期

にわたって進めてきている。 

(3) 未公表の成果 

①デュースブルク市にはマルクスローより

も社会的排除が一層顕著な街区がある。そ

こでは、テュッセン・クルップ鉄鋼株式会

社のコークス工場が閉鎖されたこともあっ

て、大気環境は各段に改善されたが、鉄鋼

工場と住宅街区との間に緑地空間を創設す

るという計画が21世紀にはいってから浮上

し、街区の一部が消滅する可能性がある。

これはマルクスローの一部にもあてはまる。

この計画に反対する住民運動の兆しもある

が、1970 年代のような大規模な住民運動に

発展するかどうか疑問である。 

②街区再生のための住民運動はベルリンで

もドルトムントでも 1970 年代あるいは

1980 年代からの長い歴史を有しており、し

たがってアクターが既に存在しており、そ

の経験が現在における各街区での住民の街

区再生事業への参加を促している側面があ

る。他方、ミュンヘンのヴェストエントで

は、1970 年代に都市再開発に抗する住民運

動の兆しがあったが、ベルリン・クロイツ

ベルクやデュースブルク・ブルックハウゼ

ンのような大規模な住民運動に発展しなか

った。 

③ミュンヘンにも社会的排除の顕著な街区

が郊外にある。1950～60 年代にかけて成立

した街区イメージと、1990 年代に進行した

移民の流入とが相乗的に作用してスパイラ

ル的劣化という印象を強化した。しかし、

ここでもプロテスタント系の社会福祉団体

の活動によって、社会的排除はやわらげら

れている。 

④ベルリンにおける活動基金や街区基金の

用い方や配分審査委員会の構成の仕方は、

街区によって異なる側面がある。ヴェディ

ングのシュパルプラッツ、クロイツベルク

のヴランゲルキーツは、各々クロイツベル

クのコトブッサートーアの方式と異なる側

面を有する。いずれも都心周縁部の産業化

時代に住宅街化したところであり、建物ブ

ロックの中庭には小商工業者が活動してき

たし、移民比率が高く、失業比率が高く、

社会的扶助受給者比率が高いという点で共

通するが、街区の雰囲気は異なる。 

⑤デュースブルク、ベルリン、ミュンヘンの

各都市内部における社会的空間的分極化が

1990 年代に激化したとは言い難い。ドルト

ムントについて明らかにした現象とほぼ共

通する現象があるからである。しかし、移

民の背景を持つ住民の比率は、いわゆる問

題街区ではいずれにおいても上昇し続けて

きており、場合によれば移民の出身国構成

という点で、交代もある。例えばベルリン

のノイケルンやクロイツベルクの一部には、

トルコ系にとって代わってアラブ系が目立

つようになった街区がある。 

⑥問題街区が依然として厳しい問題を抱え

ている事実はあるが、その状況が悪化し続

けているわけでは必ずしもない。それは、

街区マネジメントが効果を挙げているから
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であると解釈できる。その街区マネジメン

トの担い手の性格は、都市により、街区に

より差異がある。街区マネジメントがさま

ざまなタイプの住民にアクセスできている

かといえば、それができている場合と、で

きていない場合とがある。特にミュンヘン

では、移民へのアクセスが容易でないと街

区マネジャー自身が認識している。 

 
以上の成果を踏まえて、ベルリン、ミュン

ヘン、ルール地域という３つの大都市圏内に

存在する問題街区の人口構成、社会経済的状

況、建造環境の 1990 年代半ば以降の変化、

および問題克服のための都市ガバナンスの

ありかたに関する共通点と相違点とを総括

すべきであるが、これについてはまだ十分な

整理を行っていない。しかし、移民の背景を

持つ人々の増加と多様化という点はすべて

に共通する。ガバナンス形態は多様であるが、

上からのコントロールが強いデュースブル

クと、住民自身の参加とイニシャチブの性格

が強いベルリンという２つの類型、およびそ

の中間的類型とに区分できる。どの類型のガ

バナンス形態ならば問題克服により有効か、

という問題は、明快な解答を見出しがたい。 
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